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平成 30 年 7 月 13 日 

千 葉 県 看 護 協 会 

 

 

１ 災害対策本部の設置 
 

日本看護協会からの「災害発生に関する報告書－第（３）報」（平成 30年 7月 12

日 18:00 現在）によれば、日看協は災害レベルを「レベル２」（近隣県による支援）

とし、香川県に対し近隣県の支援を依頼している状況である。 

これを受け、千葉県看護協会は、会長を本部長とする災害対策本部を設置し、今後

想定される日看協からの災害支援ナース派遣要請に備えることとした。 

 

 


